
 

地域コミュニティセンターについて 

 

① 年代別設置数の推移 
 

別紙１参照 

    ※平成16年度に設置された地域コミュニティセンターはなし。 

 

 

 

② 各地域コミュニティセンター設置の記録（直近10年間） 
 

別紙２参照 

    ※地域からの要望等の時期が不明な地域コミュニティセンターについては項目の記載なし。 

 

 

 

③ 各コミセン設置の決定から完成までの工程表（直近10年間） 
 

別紙２参照 

※ワークショップの本格的導入は平成15年度から。 

※地域コミュニティセンター審査委員会が設置されたのは平成19年度から。 

     

 

 

 

④ 個々の設置が進まない理由について 
 

主な理由は下記のとおり 

・ 校区から地域コミュニティセンター設置要望についての陳情書の提出がない。 

・ 校区から地域コミュニティセンター設置要望があり陳情書の提出もあるが、建設に適する用地確保が

できない及び用地確保の待機中である、陳情書の提出をしたもののきちんと地域の総意がまとまって

いないため現在も検討中である、陳情書の内容では建設が困難であり関係課などと協議中 他。 

 

 

 

⑤ 設置基準及びその変更（改善）の推移 
 

平成18年度以前については、内部の方針として設置基準を定めており、その設置基準を満たす案件につい

て審査等を行い、建設を進めていた。（基準、建設場所、設置規模、審査 などについて定める） 

平成19年度以降については、「熊本市地域コミュニティセンター設置指針」（別紙３参照）を定め、その設

置指針を満たす案件について審査会に諮り、設置の可否や優先順位を決定するなどし、計画的に建設を進

めている。（土地の購入、複数の小学校区単位での建設などについても規定） 

 

 



別紙　１

熊本市地域コミュニティセンター一覧

【平成24年4月1日現在　58箇所】  
No． 所管 名　　　　　称 郵便番号 住　　　　　所 電話番号 FAX番号 休館開設年度
1 北 　楠　地域コミュニティセンター 〒861-8003 熊本市北区楠３丁目９番１６号 339-2088 339-2088 月 ４年度
2 南 城　南地域コミュニティセンター 〒861-4106 熊本市南区南高江１丁目１６番３１号 358-4777 358-4777 日 〃

○ 3 中央 春　竹地域コミュニティセンター 〒860-0813 熊本市中央区琴平１丁目９番３９号 366-1739 366-1739 日 〃
4 中央 出　水地域コミュニティセンター 〒862-0950 熊本市中央区水前寺２丁目８番７号 385-8439 無し 月 〃
5 中央 壺　川地域コミュニティセンター 〒860-0081 熊本市中央区京町本丁１番４３号 325-6655 325-6655 日 ５年度
6 西 中　島地域コミュニティセンター 〒861-5272 熊本市西区中島町６８５番地 329-2100 329-2100 月 〃
7 西 松　尾地域コミュニティセンター 〒861-5283 熊本市西区松尾町上松尾１４６４番地 329-4433 329-4433 月 〃
8 中央 白　山地域コミュニティセンター 〒862-0959 熊本市中央区白山１丁目１０番１２号 371-4466 371-4466 月 〃
9 中央 慶　徳地域コミュニティセンター 〒860-0012 熊本市中央区紺屋今町４６番地１ 325-6688 325-6688 月 〃

○ 10 中央 帯　山地域コミュニティセンター 〒862-0924 熊本市中央区帯山４丁目１１番４３号 384-5829 384-5829 月 ７年度
11 西 城　山地域コミュニティセンター 〒860-0063 熊本市西区上代９丁目６番３５号 329-8767 無し 月 〃
12 北 北部東地域コミュニティセンター 〒861-5513 熊本市北区鶴羽田2丁目13番8号 346-9171 346-9171 日 〃
13 西 小　島地域コミュニティセンター 〒861-5286 熊本市西区小島６丁目１０番４０号 329-8033 329-8033 日 ８年度
14 西 松尾西地域コミュニティセンター 〒861-5283 熊本市西区松尾町上松尾３６１９番地 329-6050 329-6050 日 〃
15 東 庄　口地域コミュニティセンター 〒862-0911 熊本市東区健軍４丁目１９番２号 365-4501 365-4501 月 〃

○ 16 中央 向　山地域コミュニティセンター 〒860-0821 熊本市中央区本山４丁目５番２７号 322-4402 322-4402 月 〃
17 中央 砂　取地域コミュニティセンター 〒862-0955 熊本市中央区神水本町６番２９号 384-6559 384-6559 月 ９年度
18 中央 一　新地域コミュニティセンター 〒860-0004 熊本市中央区新町１丁目１０番３６号 323-8522 323-8522 日 〃
19 南 田　迎地域コミュニティセンター 〒862-0962 熊本市南区田迎３丁目１２番３０号 379-3079 379-3079 月 10年度
20 北 清　水地域コミュニティセンター 〒861-8074 熊本市北区清水本町１７番２７号 345-3103 345-3103 月 〃

○ 21 南 日　吉地域コミュニティセンター 〒861-4101 熊本市南区近見１丁目９番２０号 323-8171 323-8171 月 11年度
22 北 龍　田地域コミュニティセンター 〒861-8006 熊本市北区龍田８丁目２番７号 337-6884 337-6884 日 〃

○ 23 中央 黒　髪地域コミュニティセンター 〒860-0851 熊本市中央区子飼本町１５番２０号 344-4480 344-4480 日 12年度
24 北 武　蔵地域コミュニティセンター 〒861-8001 熊本市北区武蔵ケ丘５丁目１５番１５号337-3938 337-3938 日 〃
25 東 西　原地域コミュニティセンター 〒861-8029 熊本市東区西原１丁目６番２８号 385-3885 無し 日 13年度
26 東 託麻北地域コミュニティセンター 〒861-8046 熊本市東区石原１丁目２番３０号 388-5430 388-8882 火 〃
27 南 田迎南地域コミュニティセンター 〒862-0969 熊本市南区良町２丁目６番３号 370-5922 無し 月 〃

○ 28 東 画　図地域コミュニティセンター 〒862-0960 熊本市東区下江津８丁目１番１０号 370-5778 370-5778 月 〃
29 西 池　田地域コミュニティセンター 〒860-0079 熊本市西区上熊本３丁目１５番５５号 328-8668 328-8668 日 〃
30 北 西　里地域コミュニティセンター 〒861-5524 熊本市北区硯川町９００番地 245-3707 245-3707 日 14年度
31 北 弓　削地域コミュニティセンター 〒861-8002 熊本市北区龍田町弓削９０８番地６９ 337-2102 337-2102 日 〃
32 東 尾ノ上地域コミュニティセンター 〒862-0912 熊本市東区錦ケ丘８番２０号 340-8731 340-8731 日 〃
33 中央 出水南地域コミュニティセンター 〒862-0941 熊本市中央区出水７丁目３０番３０号 370-7301 370-7301 月 〃
34 西 池　上地域コミュニティセンター 〒860-0044 熊本市西区谷尾崎町１０３５番地３ 323-5502 無し 水 〃
35 南 力　合地域コミュニティセンター 〒861-4133 熊本市南区島町５丁目５番２５号 358-8266 358-8266 日 15年度
36 北 麻生田地域コミュニティセンター 〒861-8075 熊本市北区清水新地７丁目５番３７号 338-6277 338-6277 日 〃
37 西 松尾北地域コミュニティセンター 〒861-5282 熊本市西区松尾町平山７７番地１ 329-9855 329-9855 月 〃
38 東 東　町地域コミュニティセンター 〒862-0916 熊本市東区佐土原３丁目１番４３号 368-5626 368-5626 日 〃

○ 39 中央 帯山西地域コミュニティセンター 〒862-0924 熊本市中央区帯山２丁目１番７号 387-5580 387-5580 月 〃
40 中央 碩　台地域コミュニティセンター 〒860-0855 熊本市中央区北千反畑町５番１８号 342-0067 342-0067 日 17年度

○ 41 中央 託麻原地域コミュニティセンター 〒862-0970 熊本市中央区渡鹿２丁目３番４８号 364-0112 364-0112 日 〃
○ 42 南 御　幸地域コミュニティセンター 〒861-4172 熊本市南区御幸笛田７丁目１６番２号 370-0911 370-0911 日 〃
○ 43 東 桜　木地域コミュニティセンター 〒861-2118 熊本市東区花立２丁目２３番２号 360-0244 360-0244 日 〃
○ 44 北 高平台地域コミュニティセンター 〒860-0085 熊本市北区高平１丁目１７番１１号 353-2525 353-2538 日 〃
○ 45 東 若　葉地域コミュニティセンター 〒861-2103 熊本市東区若葉４丁目２３番２３号 360-5005 360-5005 日 18年度
 46 西 河　内地域コミュニティセンター 〒861-5347 熊本市西区河内町船津３２２７番地 276-0066 276-0066 水 〃
○ 47 中央 本　荘地域コミュニティセンター 〒860-0811 熊本市中央区本荘６丁目５番２２号 364-1010 364-1010 日 〃
○ 48 東 託麻東地域コミュニティセンター 〒861-8041 熊本市東区戸島３丁目１５番５号 380-1112 380-1112 月 19年度
○ 49 東 月　出地域コミュニティセンター 〒862-0920 熊本市東区月出６丁目２番１４７号 383-7779 383-7779 日 20年度

50 西 城　西地域コミュニティセンター 〒860-0073 熊本市西区島崎２丁目２１番３号 328-8828 328-8828 日 〃
○ 51 西 古　町地域コミュニティセンター 〒860-0051 熊本市西区二本木４丁目９番６２号 356-5454 356-5454 日 〃

52 西 春　日地域コミュニティセンター 〒860-0047 熊本市西区春日６丁目４番２号 351-0111 351-0111 日 〃
53 西 花　園地域コミュニティセンター 〒860-0072 熊本市西区花園７丁目１９番５号 323-0211 202-2461 日 21年度
54 北 川　上地域コミュニティセンター 〒861-5521 熊本市北区鹿子木町５３番地１ 245-3555 245-3555 日 22年度
55 南 飽　田地域コミュニティセンター 〒861-5262 熊本市南区浜口町７６番地１ 227-0123 227-0123 日 〃
56 西 白　坪地域コミュニティセンター 〒860-0055 熊本市西区蓮台寺５丁目６番３号 325-5553 325-5553 月 23年度
57 東 長　嶺地域コミュニティセンター 〒861-8043 熊本市東区戸島西２丁目６番３７号 360-5030 360-5030 日 〃
58 東 託麻西地域コミュニティセンター 〒861-8034 熊本市東区八反田1丁目３番１８号 385-1555 385-1555 日 24年度
○印；児童育成クラブ併設（16ヵ所）
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                                          別紙３ 

 

熊本市地域コミュニティセンター設置指針 

 

制定 平成２０年 １月１６日市長決裁        

改正 平成２２年１０月 １日地域づくり推進課長決裁 

改正 平成２４年 ４月 １日生涯学習推進課長決裁 

 

 （趣旨） 

第１条 この指針は、地域づくり活動の拠点施設としての地域コミュニティセンターの設置を計画的に進めるた

め、必要な事項を定めるものとする。 

 （設置基準） 

第２条 地域コミュニティセンターの設置は、一小学校区単位（住民から特に要望のある場合にあっては、複数

の小学校区単位）で行うものとし、次に掲げる事項をすべて満たしたときに行うことができる。 

(1) 設置可能な土地・建物が確保できること。  

(2) 校区住民の総意に基づく要望があること。 

 (3) 当該校区において地域づくり活動が活発であること。 

 (4) 指定管理者として地域の各種団体の代表者等からなる運営委員会による管理の実施が見込め、かつ、事業

の計画等が明確であること。 

 （土地・建物に関する方針） 

第３条 設置可能な土地・建物の確保については、次に掲げるものとする。 

 (1) 市所有の既存施設の利活用が可能なもの 

 (2) 市が所有する土地（市所有の土地との交換により取得することができる土地を含む。）に建設が可能なも 

  の 

 (3) 土地の無償譲渡又は無償の地上権設定により、建設用地の確保が可能なもの 

   (4) 前３号による土地・建物の確保ができない場合は、土地の購入、建物の耐用年数を基準とする土地の有償

の地上権設定によるほか、建物の購入による設置が可能なもの 

 （設置規模及び建設経費等に関する方針） 

第４条 構造は、原則として木造平屋建とする。 

２ 設置規模及び建設経費は、次のとおりとする。 

(1) 延床面積２５０㎡、建設経費 ５８，０００千円を上限とする。ただし、施設の一部を児童育成クラブ

事業に供する場合にあっては、延床面積３００㎡、建設経費 ６３，０００千円を上限とする。 

(2) 複数の小学校区を単位とした建設については、下記を上限とする。 

ア ２校区については、延床面積３００㎡かつ建設経費 ８３，０００千円 

   イ  ３校区については、延床面積３５０㎡かつ建設経費 ９７，０００千円 

    ウ  ４校区については、延床面積４００㎡かつ建設経費 １１１，０００千円 

(3) 第３条第４号による場合は、土地・建物に係る経費の総額は、 ５８，０００千円を上限とする。ただし、

複数の小学校区を単位とした建設については、前項各号に定める建設経費を上限とする。 

３ 用地を活用するために必要な土地の区画形質の変更や付帯工事等に係る経費については、別途関係課と協議

の上、措置する。 

 （要望の受付） 

第５条 設置の要望は随時受け付けるものとし、毎年４月末に締め切り、当年度の審査委員会に付議する。 

 （要望に関する協議・調整と審査委員会への付議） 

第６条 要望については、生涯学習推進課において、必要事項の調査や地元及び関係部局との協議・調整を行い、

設置基準に合致したものについて、別途設置する審査委員会へ付議する。 

 （審査委員会の設置） 

第７条 審査委員会は、付議されたものについて、設置の優先順位を決定する。 

２ 審査委員会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項は、別途要綱で定める。 

 （優先順位の判定基準） 
 
 



第８条 設置の優先順位については、次に掲げる項目を評価して決定する。  

(1) 校区内の集会施設の設置状況 

(2) 校区の人口・世帯数 

(3) 町内自治会をはじめとする各種の地域団体の数 

(4) 地域団体の活動状況等から推計される施設利用見込み 

(5) 土地の無償譲渡等の設置に対する意欲 

(6) 指定管理者制度による管理運営の確実性 

 （事業実施） 

第９条 事業については、審査委員会で決定した優先順位により実施する。ただし、優先順位決定後、設置基準

を満たさなくなったと認められる場合は、この限りでない。 

 

附 則 

この設置指針は、平成２０年１月１６日から施行する。 

   附 則 

この設置指針は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この設置指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 


